
県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） 

１台の購入  

入札申請関係書類 

 

① 一般競争入札参加申込書兼競争入札参加資格確認申請書 

② 入札公告（写し） 

③ 入札説明書 

④ 仕様書 

⑤ 仕様確認申込書 

⑥ 質問書 

⑦ 入札書 

⑧ 見積書（入札不調時協議用） 

⑨ 入札内訳書 

⑩ 委任状 

⑪ 入札の注意事項 

⑫ 提出書類の注意事項 

⑬ 契約書（ひな型） 

⑭ 誓約書（３種類） 

⑮ 兵庫県内に有する事業所等に関する申告書 

 

○参加申込書の代表者名欄に記入した者以外の者が入札する場合は、入札当日に

参加し、権限を行使する者を参加申込書に記入ください。 

  ○入札書の押印廃止に伴い、入札会場にて顔写真付公的書類の提示をいただくこ

とにより本人確認を行います。 

○本人確認ができない場合には入札参加を認めませんのでご注意ください。 

   （下記のうち、どれか１つを持参ください） 

１ 運転免許証 

    ２ 運転経歴証明書（平成 24年４月１日以降交付のもの） 

    ３ 旅券（パスポート） 

    ４ 個人番号カード（マイナンバーカード） 

    ５ 在留カード・特別永住証明書 

    ６ 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳（身体障害者手帳など） 

    ７ その他官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの 

 

 

                  ＜ 担 当 ＞ 

                   兵庫県出納局物品管理課 物品班 永嶺 

                    〒６５０－８５６７ 

                    神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

                    電話（078）341－7711 内線 75783 



様式第２号 

 

 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 

兼 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 
 

令 和   年   月   日 

 

契約担当者 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様 

 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 

代 表 者 名           
 

電 話 番 号 
 

メールアドレス 

 

公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、

確認書類を添えて入札申込みします。 
 

なお、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと及

び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 入札件名 県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の購入 

 

２ 確認書類 物品関係入札参加資格審査結果通知書（写し） 

 

  ３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者を以下のとおり届け出ます。 

 

所属部署名：               職・氏名：              

※下記枠内は記入しないでください 

 

 

 

 

４ 連絡先（担当者） 
 

所 属：                 電 話：    －    －     
 

氏 名：                 ＦＡＸ：    －    －     

 

執行者 立会人 確認書類 

   



 

入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付す。 

 

令和８年６月26日 

契約担当者 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台 

(2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

令和９年３月19日（金） 

(4) 納入場所 

  県立北はりま特別支援学校（詳細は仕様書のとおり） 

(5) 入札方法  

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。 

 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登

録）者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参

加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に基づく県の入札参加資

格制限基準による資格制限を受けていない者であること。 

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日におい

て受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平

成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 兵庫県内に事業所を有する者であること。県の入札参加資格者名簿の｢取引を希望する支

店･営業所等｣に兵庫県内の事業所を登録していない者は、参加申込時に「兵庫県内に有する

事業所等に関する申告書」を提出すること。 

 

３ 入札の参加申込及び入札の方法等 

入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 

(1) 書面による入札 

ア 参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650-8567  神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 

兵庫県出納局物品管理課 担当 永嶺 

電話（078）341－7711 内線75783 FAX（078）362－3928 



イ 参加申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

令和８年６月26日（金）から同年７月２日（木）まで（兵庫県の休日を定める条例（平

成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」とい

う。）を除く。）の午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ウ 入札・開札の日時及び場所 

令和８年７月９日（木）午後２時 兵庫県庁１号館１階入札室 

エ 入札書の提出期限 

上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する

信書便（以下「郵送等」という。）による入札については、令和８年７月８日（水）午後

５時までに上記アの場所に必着のこと。 

(2) 電子による入札 

兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）の利用による入

札（以下「電子入札」という。）及び開札手続を行うものとし、この場合は以下によるこ

と。 

ア 参加申込みの期間 

令和８年６月26日（金）から同年７月２日（木）まで（県の休日を除く。）の午前９時

から午後８時まで（ただし、令和８年７月２日（木）は午後４時までとする。） 

イ 入札の日時 

令和８年７月７日（火）午後５時から同月９日（木）午後２時まで（県の休日を除

く。） 

ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ 

 

４ 仕様確認について 

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性につ

いて、次により必ず確認を受けること。 

ア 受付期間 

令和８年６月26日（金）から同年７月２日（木）まで（持参の場合は県の休日を除

く。）の毎日午前９時から午後４時まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除

く。） 

なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和８年６月26日（金）から同年７月

２日（木）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後８時（令和８年７月２日

（木）は午後４時までとする。）の間に提出すること。 

イ 受付場所 前記３(1)に同じ。 

ウ 提出書類 

(ｱ) 仕様確認申込書  

(ｲ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等 

エ 提出方法 電子入札共同運営システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

オ 確認の結果 令和８年７月７日（火）午後５時までに、入札者に通知する。 

(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し

説明を求められた場合は、それに応じること。 

(3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品にかかる金額で入札すること。 

 

５ その他 



(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の 100 分の５

以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を

免除する。 

ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入

札保証金に代えて提出するとき。 

  イ 国（公社・公団を含む。）、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実

績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなる

おそれがないと認められるとき。 

(3) 契約保証金 

契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならな

い。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書

を契約保証金に代えて提出する場合、「誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を

提出する場合、契約金額が 200万円以下の場合等は、契約保証金を免除する。 

(4) 入札に関する条件 

ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をす

ること。 

イ 入札保証金を求める場合、所定の日時までに納付されていること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理

をした者の入札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除

く。）。 

キ 代理人が入札する場合は、入札開始までに委任状を入札執行者に届出すること。 

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。 

ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、

ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない物品にかか

る入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

要作成 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則

（昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(8) その他 



詳細は、入札説明書による。 

 

 

  



入 札 説 明 書 
 

県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の調達に係る一般競争入札

（以下「入札」という。）の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によ

るものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達物品及び数量 

県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台  

(2) 調達物品の規格、品質、性能等 

仕様書のとおり 

(3) 調達物品の条件等 

仕様書のとおり 

(4) 納入期限 

令和９年３月19日（金） 

(5) 納入場所 

      県立北はりま特別支援学校 （詳細は仕様書のとおり） 

 

２ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者によ

る確認を受けた者であること。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登

録）者名簿（以下「名簿」という。）に登録されている者であること。 

ただし、名簿に登録されていない者で、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認

定を求める場合は、令和８年７月２日（木）午後４時までに、所定の物品関係入札参加資

格審査申請書に関係書類を添えて４（１）イに記載する受付場所へ持参して、入札参加資

格の随時審査を受けること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に基づく県の入札参加資

格制限基準による資格制限を受けていない者であること。 

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を、一般競争入札参加申

込書兼競争参加資格確認申請書（別紙様式第２号。以下「申込書」という。）の提出期限日及

び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平

成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 兵庫県内に事業所を有する者であること。県の入札参加資格者名簿の｢取引を希望する支

店･営業所等｣に兵庫県内の事業所を登録していない者は、参加申込時に「兵庫県内に有する

事業所等に関する申告書」を提出すること。 

 

３ 入札参加の申込み 

(1) 提出場所 

兵庫県出納局物品管理課（兵庫県神戸市中央区下山手通５―10―１） 

電話番号（078）341―7711（内線 75783） 

(2) 参加申込みの期間 

令和８年６月 26日（金）から同年７月２日（木）まで（持参の場合は兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第 15 号）第２条第 1 項に規定する県の休日（以下「県の休日」



という。）を除く。）の毎日午前９時から午後４時まで（持参の場合は正午から午後１時まで

を除く。） 

また、兵庫県電子入札共同運営システム（以下、電子入札システムという。）は、毎日午前

９時から午後８時まで（県の休日を除く。）利用できる。（ただし、令和８年７月２日（木）は

午後４時までとする。） 

(3) 提出書類 

ア 申込書を作成のうえ上記(1)に直接持参又は郵送すること。なお、電子入札システム利用

者については、同システムにより申請を行うこと。 

イ 前記２(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結

果通知書」の写しを申込書に添付すること。 

(4) 入札参加資格の確認 

ア 入札に参加できる者の確認基準日は、上記(2)の最終日とする。 

イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、そ

の結果を令和８年７月７日（火）午後５時までに電子入札共同運営システム又は文書（一

般競争入札参加資格確認通知書）により通知する。 

そのため、返信用封筒（定型長３）を入札参加申込書に添えて提出すること。返信用封

筒には、110円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。 

なお、電子入札システム利用者については、同システムにより通知を行うため、返信用

封筒は不要とする。 

(5) その他 

ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。 

イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用

しない。 

ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。 

エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めな

い。 

 

４ 仕様確認及び仕様書等に関する質問 

(1) 入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書（様式は任意。）を提

出すること。 

ア 受付期間 

持参の場合は、令和８年６月 26日（金）から同年７月２日（木）まで（県の休日を除く。）

の毎日午前９時から午後４時まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。）の間

に提出すること。 

電子入札共同運営システムによる場合は、令和８年６月 26 日（金）から同年７月２日

（木）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後８時（令和８年７月２日（木）は

午後４時までとする。）の間に提出すること。 

イ 受付場所 

兵庫県出納局物品管理課（兵庫県神戸市中央区下山手通５―10―１） 

電話番号(078)341－7711（内線 75783） ＦＡＸ(078)362－3928 

ウ 提出書類 

（ア）仕様確認 

① 仕様確認申込書 

② 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等 



（イ）質問 

仕様等に関する質問書 

エ 提出方法 

電子入札共同運営システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

オ 確認の結果 

令和８年７月７日（火）午後５時までに、入札者に通知する。 

(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説

明を求められた場合は、それに応じること。 

(3) 入札者は、上記(1)オにより承認された物品にかかる金額で入札すること。 

 

５ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

６ 契約条項を示す場所及び日時 

兵庫県出納局物品管理課 

令和８年６月 26 日（金）から同年７月２日（木）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時

から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 

７ 入札・開札の場所及び日時 

(1) 場所 兵庫県庁１号館１階入札室 

(2) 日時 令和８年７月９日（木）午後２時 

 

８ 入札書の提出方法 

入札書は参加申込書の代表者名欄に記入した者または権限を行使する者として届け出た者が

作成し、入札日時に入札箱に投入すること。ただし、郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者

による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便

事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便

（以下「郵送等」という。）による場合は、入札書を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札

書」と表記のうえ、宛て名及び入札物件等を記入し、令和８年７月８日（水）午後５時までに

前記４(1)イの場所に必着すること。 

電子入札の場合は、令和８年７月７日（火）午後５時から同月９日（木）午後２時まで（県の

休日を除く。）に入札を行うこと。 

 

９ 入札書の作成方法 

(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。 

(2) 入札書は所定の別紙様式によること。 

(3) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。 

ア 件名は、前記１(1)に示した件名とする。 

イ 年月日は、入札書の提出日とする。 

ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。 

エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名並びに当該代理人の指名があること。 

(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100 に相当する金

額を入札書に記載すること。万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。 



(5) 入札執行回数は、２回を限度とする。 

(6) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。 

(7) 電子入札の場合については、電子入札システムにより入札を行うこと。 

入札書の記載方法等は上記(1)から(6)を準用する。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

入札保証金の納入を求める場合、契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額

を加算して得た額）の 100 分の５以上の額を、令和８年７月８日（水）正午までに納付しな

ければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。 

ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札

保証金に代えて提出するとき。 

保険期間は本件入札の参加申込後で、令和８年７月８日（水）以前の任意の日を開始日

とし、令和８年７月 28日（火）以降の任意の日を終了日とすること。 

入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当

額を加算して得た額）の 100 分の５未満であるときは、当該入札は無効となるので注意す

ること。 

  イ 国（公社・公団を含む。）、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実

績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなる

おそれがないと認められるとき。 

(2) 契約保証金 

契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならな

い。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書

を契約保証金に代えて提出する場合、「誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を

提出する場合、契約金額が 200万円以下の場合等は、契約保証金を免除する。 

 

11 開札 

開札は、入札執行後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代

理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 

12 無効とする入札 

(1) 前記２の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された物品以外の物品

にかかる入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に

違反した入札は、無効とする。 

(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中に

ある者、指名停止中である者等前記２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とす

る。 

(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。 

 

13 落札者の決定方法 

(1) 前記１の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和 39年

兵庫県規則第 31 号）第 85 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（注）予定価格には次の費用を含む。 

① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用 

② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用 



③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費 

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、くじによって落札者を決定

することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することは

できない。 

なお、入札書を郵送した者、電子入札を利用した者にあっては、立会人がくじを引くこと

とする。 

(3) 予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をする。この場合において、入

札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっ

ては別に定める日時において入札をする。 

(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約によ

る。 

 

14 入札に関する条件 

(1) 入札は、所定の日時及び場所に持参、郵送等又は電子入札すること。 

(2) 入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）を求める場合、所定の日時までに納

付されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険

期間が令和８年７月 28日（火）まであること。 

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理を

した者の入札でないこと。 

(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除く）。 

(7) 代理人が入札をする場合は、入札開始まで入札執行者に届出すること。 

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く）。 

(9) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

イ 初度の入札において、(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、

(4)又は(5)に違反して無効となったもの以外の者 

 

15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項 

天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止す

る。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できない

と認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。

これらの場合における損害は、入札者の負担とする。 

 

16 契約書の作成 

契約書は、書面又は電子署名サービスを利用した電子契約（以下「電子契約」という。）によ

り、特別な事情のない限り、落札決定の翌日から起算して７日以内（県の休日を除く。）に作成

しなければならない。 

なお、この期間内に契約書を作成しないときは、落札はその効力を失うことになる。 

(1) 書面の契約書の場合 

ア 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約担当者あてに提出する

こと。 

イ 契約書は２通作成し、双方各１通保有する。 



ウ  契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付す

る。 

(2) 電子契約の場合 

ア  落札者は、落札決定後速やかに、契約担当者あてに電子契約利用同意書を電子メールに

より提出し、その後、契約担当者からの電子契約の確認依頼を受けて、電子契約サービス

により契約書に電子署名を行うこと。 

イ 契約書は、電磁的記録により双方で保有する。 

ウ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 

(3) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた

場合は、契約を締結しない。 

 

17 監督及び検査 

監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。 

なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 

 

18 その他注意事項 

(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。 

(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守

し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 

(3) 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるた

め、契約者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接

な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の

請求等についても異議を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求める。 

 

19 調達事務担当部局 

〒650―8567  兵庫県神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県出納局物品管理課 (電話番号：(078)341―7711 内線 75783) 

  



事　　　項

１．車種及び台数

車両全長（㎜） ・９，０００　以下

車両全幅（㎜） ・２，３５０　以下

車両全高（㎜） ・３，１５０　以下

室内全長（㎜） ・メーカー標準仕様

室内全幅（㎜）  　  　     〃

室内全高（㎜）  　  　     〃

ホイールベース  　  　     〃

最小回転半径  　  　     〃

エ　ン　ジ　ン ・４サイクル直噴式ディーゼル

エンジン出力 ・２００～２５０ｐｓ

バ ッ テ リ ー ・メーカー標準仕様

ジェネレーター ・メーカー標準仕様

変　　速　　機 ・前進６段　後進１段　オートマチック

・主　　メーカー標準仕様

・補助　     〃

・駐車　     〃

・ABS（アンチロックブレーキシステム）装置装着

サスペンション ・エアサスペンション

操行装置 ・パワーステアリング

タ　　イ　　ヤ ・メーカー標準仕様（ラジアルタイヤ）

燃　料　タンク ・１３０リットル以上

乗　車　定　員 ・２９名以上（客席２８席以上　運転手１席）※車椅子座席２席の他に客席２６席希望、別途要相談

・車高調整装置（ニーリング装置）付き

・アクセルインターロック若しくは同等の装備を有すること

出入口位置 ・中央部  左側（（ドアの開閉スイッチは運転席右側取付）

非常口位置 ・リヤオーバーハング部右側

骨　格　外　板 ・メーカー標準仕様

ス　テ　ッ　プ ・ノンステップ（ステンレス縁材若しくはアルミ製縁材）、スロープ板を付属（引き出し式も可）

断　　　　　熱 ・メーカー標準仕様

出　入　口　扉 ・ メーカー標準仕様（自動扉 斜め手すり付き ）車外操作スイッチ取り付け

非　　常　　扉 ・メーカー標準仕様

点　　検　　扉 ・メーカー標準仕様

・全窓　　ＵＶカットガラス　熱線吸収ガラス　飛散防止フィルム貼付け

・前面窓　メーカー標準仕様

・後面窓　カーテン（レールを含む）は不要　その他メーカー標準仕様

・側面窓  左右開閉式（開閉部にロックを取付）

       　    最大開口部１５cm程度となるようストッパーを取付

     　    　窓枠下にサイドクッション材（生徒がかじれない素材が望ましい）取付、

　　　　　　カーテン（レールを含む）は不要　　その他メーカー標準仕様

床 ・メーカー標準仕様  ただし、通路部分は滑りにくい材質を使用

・５，０００～８，０００cc

ブ　レ　ー　キ

そ    の    他

兵庫県立特別支援学校　中型スクールバス（路線型スロープあり）　仕様書

窓　　関　　係

３．主要構造

２．主要諸元

総　排　気　量

１／２　　

　内　　　　　　　容

　中型ノンステップバス１台　　平成28年排出ガス基準適合車



 事　　　項

・客席  ２人掛用分割式（ハイバック  ビニールレザー）

　　　　最後部： 5人掛1列

　　　 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｼｰﾄとする場合、ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾚﾊﾞｰは座席前端より突出させない

　　　 中扉付近の座席を跳上げ時、車いす２脚を搭載できること
　　　（自動巻固定ベルトほか固定装置を含む）。

       跳上げ式肘掛を左右通路側座席に取付

       座席背裏に握手取付、通路両側に握手取付（握手はシート上部）

       全座席丈夫なビニールで覆い、白色ヘッドカバー取り付け

　　　※ビニールで覆わない場合は、破れにくく、液体を完全にはじく（嘔吐・失禁・消毒に耐えうる）
　　　　生地とし、破損時にメンテナンス業者によるカバーのみの補修・取替が可能であること。

       座席と背もたれ接合部分を補強。（不可の場合は大人座席と同程度）

       シートベルト  原則２点式(収納可能なもの）一部３点式可、接合部は通路側が望ましい

　　　灰皿不要　ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｼｰﾄに身障者用腰ﾍﾞﾙﾄ（ぐるっと回るﾀｲﾌﾟ）取付

　　　その他メーカー標準仕様

・運転席　ヘッドレスト付リクライニングシート・モケット張り

          　　シートベルト・シートカバー・マップランプ取付、

   　　       仕切　H型ポール設置（保護クッション付）

　　　　　　仕切板　上部　透明アクリル板が望ましい

　　　　　　　　　　　 下部　アルミ板又はパンチング塗装鋼板が望ましい

※法規改正により仕様の変更を要する場合は、契約業者と協議のうえ変更契約を締結することにより対応

灯　　　　　具 ・メーカー標準仕様

・冷房装置　 メーカー標準仕様

・暖房装置　 メーカー標準仕様  ただし温水式

・換気装置   給・排兼用型（スイングファン(不可の場合は換気扇)２台）

・後部右側に「乗降中」「ＳＯＳ」付表示設備取付（自動点灯式）

・乗降口側に３点式サイドミラー取付　　バス前面上部に校名表示できるもの

・後方にバックアイカメラ

・その他　　メーカー標準仕様

・運転席荷物棚　  メーカー標準仕様（ただし、滑り落ちにくい仕様であること）

・車内前面左側、車内後面に号車プレートを取付（別途指示の文字を記入）

・運転席にバックアイカメラのモニター

・扉注意銘板、その他必要と認められる銘板を取付ける

・客席荷物棚　　パイプ式脱落防止ゴム付両サイド保護クッション付を片側に設置すること

　　　　　　　　　（荷物落下防止の観点から可能な限り隙間を作らないようにすること）

・傘立て　　　　出入口右側上がった部分に取付、排水に留意

・放送設備    カーステレオ（ラジオ・ＣＤ対応）

          　     　スピーカー（両側に２カ所ずつ）、マイク、増設マイクジャック（前から後ろにかけて３カ所）

・通路上部に手摺り（ステンレス製が望ましい）を取付

・その他取付品は、メーカー標準仕様

 保安用具 ・メーカー標準仕様

・フロントガラス上部に丸型時計を取付

・医療救急箱備付

・デザイン　別紙のとおり

・車体の両側面及び前（後）面に学校名　黒色（兵庫県立○○特別支援学校）納入先学校名を表示

・車体の前後左右にスクールバスマークを表示

・宝くじ社会貢献広報による指定表示（別紙のとおり）

・車両前方及び後方、車内を撮影するドライブレコーダー取付け
　ただし、車内撮影用はカメラ取外し可能なもの。取外し不可のものであれば、契約締結後に納入先の
  学校と協議し、学校が車内での撮影を希望しない場合、カメラに黒いカバー等を取付けるか、車内
  撮影用ドライブレコーダー一式としてバス納車時に受け渡す等により対応すること。

　（画角：水平105°以上、画素数：２００万以上、解像度：1,920×1,080以上、

　衝撃録画対応、１０ｆｐｓで１２００分以上記録可能であること）

・サイバーセキュリティ法規（UN-R155）及びソフトウェアアップデート法規（UN-R156）に適合している
　こと。

・ドライバー異常対応システム（EDSS）を取り付けていること
　ただし、契約締結後、納入先の学校と協議の上、客席側スイッチにはカバーを取付ける等、平常時に
　容易に児童生徒が押すことができないようにすること。

４．納入期日

５．納入場所

６．その他

通風冷暖房装置

 乗客サービス品

  内　　　　　　　　容

・積算金額については、リサイクル料金を含み、自動車賠償責任保険(自賠責)及び重量税は計上しないものとする。
・「兵庫県公用車に係る次世代自動車等導入指針」に定義するクリーンディーゼル自動車とする。
・水大気課意見　なし。[協議回答番号：0805-13]

県立北はりま特別支援学校（多可郡多可町中区間子６０２－１）１台

座　席　関　係

２／２

兵庫県立特別支援学校　中型スクールバス（路線型スロープあり）　仕様書

令和９年３月19日　ただし、可能な限り早い日に納入すること。

室外取付品

室内取付品

その他

３．主要構造

 塗         装



特別支援学校スクールバス デザイン



以下のロゴ及びキャッチフレーズを車体に表示する。

※表示場所：ロゴについては最大４ヶ所（前後左右）、キャッチフレーズは後面に１ヶ所。 表示サイズ：以下のとおり

ロゴ ①車両の前後左右

・表示内容  クーちゃんロゴ

・表示のサイズ  大型・中型バス  縦120mm×横120mm以上

         小型バス     縦100mm×横100mm以上

②車両の後面

・表示内容  キャッチフレーズ

・表示のサイズ  大型・中型バス  縦50mm×横450mm以上

         小型バス     縦45mm×横400mm以上

・表示位置  原則として、後輪上部の高さ 1m～1m50cm
       （従来宝くじ号の表示があった部分）

キャッチフレーズ

宝くじは、広く社会に役立てられています。

別紙



県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり）１台の購入

1 台

※メーカー・車名・型式等記入のうえ、カタログ等を添えて、入札公告及び入札説明書に記載の期日までに

提出してください。

仕様確認申込書

件　　名

品　　目 メーカー 車名

電話：

金額 摘要

ＦＡＸ：

合　　　　　　　　　　計 0

会社名：

担当者：

型式 数量定価（税別）

メール：

0
県立特別支援学校中
型スクールバス（路
線型スロープあり）



会社名

担当者名

電話

FAX

メール

案件名

番号

※仕様等に関して質問があれば記入のうえ、入札公告及び入札説明書に記載の受付期間内に提出してください。

仕様等に関する質問書

県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり）１台の購入

質問事項記入欄 回答欄（兵庫県記入欄）



 

物 品 入 札 書 
 

 

件 名  県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の購入 
 

入 札 金 額   ￥                      

 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

県立特別支援学校中型スクー

ルバス（路線型スロープあ

り） 

１    

計 － －   

 

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和９年３月 19日（金） 

 

上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31 号）、契約条項

及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 

 

住 所   
 

商号又は名称   
 

代表者氏名                 
 

代理人氏名                 
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス                 

 

  



 

物 品 入 札 書 
 

件 名  県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の購入 
 

入 札 金 額   ￥                      

 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

県立特別支援学校中型スクー

ルバス（路線型スロープあ

り） 

１    

計 － －   

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和９年３月 19日（金） 

 

上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31 号）、契約条項

及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 

 

住 所    
 

商号又は名称   
 

代表者氏名                  
 

代理人氏名                  
 

電 話 番 号                  
 

メールアドレス                  

 

 

 

                   

  

代理人が入札に参加する場合には、代

理人の記名が必要です。 

また、参加申込時に届出が必要です。 

電話番号、メールアドレスは代表者が

所属する部署のものを記載ください。 

※当日は紙による入札参加者全員に本人確認を行いますので 

本人確認が可能な写真付公的書類（運転免許証等）を持参ください。 

（再入札日ならびに入札不調時の見積が異なる時も同様です） 

 



物 品 入 札 書【再入札用】 
 

 

件 名  県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の購入 
 

入 札 金 額   ￥                      

 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

県立特別支援学校中型スクー

ルバス（路線型スロープあ

り） 

１    

計 － －   

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和９年３月 19日（金） 

 

上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31 号）、契約条項

及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 

 

住 所   
 

商号又は名称   
 

代表者氏名                  
 

代理人氏名                  
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス                 

 

 

 

 

 



（入札不調時協議用） 

物 品 見 積 書 
 

件 名  県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の購入 
 

入 札 金 額   ￥                      

 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

県立特別支援学校中型スクー

ルバス（路線型スロープあ

り） 

１    

計 － －   

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和９年３月 19日（金） 

 

上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31 号）、契約条項

及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 

 

住 所   
 

商号又は名称   
 

代表者氏名                  
 

代理人氏名                  
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス                 
 
 

  



 

（入札不調時協議用） 

物 品 見 積 書 
 

件 名  県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の購入 
 

入 札 金 額   ￥                      

 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

県立特別支援学校中型スクー

ルバス（路線型スロープあ

り） 

１    

計 － －   

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和９年３月 19日（金） 

 

上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31 号）、契約条項

及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 

 

住 所   
 

商号又は名称 
 

代表者氏名                  
 

代理人氏名                  
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス                 

 

 

記入例 

開札当日に、代理人名義で見積書を作成し提出する場合は、

代理人の記名で見積書を提出してください。 

電話番号、メールアドレスは代表者が

所属する部署のものを記載ください。 



県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり）１台の購入

－

（消費税及び地方消費税は除く）

1 台

※　太枠内の金額と、入札金額とが一致することをご確認のうえ、添付してください。

合　　　　　　　　　　計 0

金額 摘要

県立特別支援学校中
型スクールバス（路
線型スロープあり）

0

品　　目 メーカー 車名 型式 数量 単価

入札内訳書

会社名：

件　　名

入札金額 ￥ 0



 

 

委任状 
 
 
入札公告されている 県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） 

１台の購入 案件について、私は下表に記載した者に入札及び見積に関する一切の権
限を委任します。 
 

 

 

 

令和    年   月    日 

 

兵 庫 県 

契約担当者 兵 庫 県 知 事 様 

 

 

 

                住    所 
 
                商号又は氏名 
 
                代表者氏 名           印 
 
                 

                             

 

 

 

 

 

 

《連絡先》 
 

部 署 名：                 
 

職・氏名：                 
 

電    話：    －    －     

部署名・職名 氏
ふり

 名
がな

 

  

執 行 者 立 会 人

確 認 書 類

※上記太枠内は記入しないでください。



入 札 の 注 意 事 項（紙による入札の場合のみ） 

 

１ 入札時の本人確認等について 
  入札会場において、顔写真付公的書類を提示していただき、本人確認を行います。 
 

顔写真付公的書類（次のいずれか１つを持参してください。） 

①運転免許証 

②運転経歴証明書（平成 24年４月１日以降交付のもの） 

③旅券（パスポート） 

④個人番号カード（マイナンバーカード） 

⑤在留カード・特別永住証明書 

⑥官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳（身体障害者手帳等） 等 

 

(1) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（様式第２号）（以下「参加申込書」

という。）の「代表者名」に記入した者が入札する場合 

参加申込書の「代表者名」に記入した者の本人確認を行います。 

なお、参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」の記入は不要です。 

 

(2) 参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者が入札する

場合 

「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者の本人確認を行います。 

なお、委任状の提出は不要です。 

 

(3) 参加申込書の代表者名欄に記入した者が入札する予定であったが、急遽変更となる場合又

は参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者から急遽別

の者に変更となる場合 

入札執行者に連絡のうえ、入札前までに県指定様式の委任状（押印あり）を提出してくだ

さい。 

入札会場では、委任を受けた者の本人確認を行います。 

 

２ 入札書について 

(1) 入札書は、同封の「物品入札書」及び「物品入札書【再入札用】」を用意してください。 

うち、「物品入札書」には金額を記入してください（第１回入札用）。 

「物品入札書【再入札用】」には金額欄を未記入としてください（再入札用）。 

 

 (2) 入札金額は、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記入してください。 

 

※ 入札金額を訂正した入札書は無効となります。 

 

３ 見積書について 

見積書は入札が不調になった場合に、希望者と協議を行う際に使用するものです。 

入札時に誤って見積書を提出しないようご注意願います。 

※ 見積書提出日が再入札日と異なる場合は、開始前に再度本人確認を行います。 

 

４ 消費税及び地方消費税（相当額）について 

入札書・見積書には、消費税及び地方消費税（相当額）は記入しないでください。 

※ 消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。  



提出書類等の注意事項（紙・電子共通） 
 

 下記に示す書類を、持参により提出してください。ただし、１～６については、兵庫県電子入

札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）による提出が可能です（ただし、土曜

日、日曜日及び祝日を除く）。 

 

１ 入札参加申込み（期限：令和８年７月２日（木）午後４時） 

① 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書 

② 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写し 

③ 返信用封筒（110円切手を添付の上、宛先を明記すること。） 

  ただし、電子入札システムの利用による入札（以下「電子入札」という。）の場合は、同シス

テムにより申請を行ってください。このとき、提出書類等の添付ファイルとして、担当者の氏

名、連絡先電話・ＦＡＸ番号の分かるファイル（書式・ファイル形式は問いません。）を添付し

てください。一般競争入札参加資格の確認結果については、同システムにより通知します。 

 

２ 仕様確認を求める書類等及び仕様書の質問について（期限：同上） 

① 仕様確認申込書 

② 仕様に適合していることを確認できる製品カタログ（車種、メーカー、車名、型式明
示等） 

質問がある場合は、「仕様等に関する質問書」を提出願います。 

提出方法は、上記１と同じです。 

仕様確認申込書及び質問書は可能な限り様式のファイル（Word 形式、Excel 形式）も合わ

せて提出してください。 

 

電子入札システムにより提出する場合は、令和８年７月２日（木）の参加申込期限までに、

「証明書等／提案書等」提出機能で、内訳書及びカタログ等のファイルを添付して送信する

ことにより行ってください。 

なお、添付されるファイルの合計容量が１ＭＢ以下でお願いします。送信できない場合は、

出納局物品管理課まで連絡願います。 

 

３ 開札日時・場所：令和８年７月９日（木）午後２時  

兵庫県庁１号館１階入札室（電子入札の場合を除く。） 

 【必要書類】 

①  一般競争入札参加資格確認通知書の写し 

②  入札書及び入札内訳書 ２通（１回目入札用、再入札用） 

③  出席者の本人確認書類（免許証、パスポート、マイナンバーカードその他官公庁が発行し

た顔写真付公的書類） 

※ 郵送の場合は令和８年７月８日（水）午後５時までに①、②（１回目入札用）の書類を

提出してください【必着】。 

＜電子入札の場合＞ 

 電子入札書提出期間：令和８年７月７日（火）午後５時から 

令和８年７月９日（木）午後２時まで（土曜及び日曜日を除く。） 

【添付書類】入札内訳書 

 

４ 入札額について 

  入札書には消費税及び地方消費税（相当額）は記入または入力しないでください。 

消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。 



 

５ 入札内訳書について 

  入札内訳書は入札書と同時に提出してください。紙で入札する場合は、入札書に添付し、電

子入札する場合は、作成したファイルを電子入札システムに添付のうえ、提出してください。 

 

６ 再入札について 

  １回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、入札者又はその代理人の全てが立ち会っ

ている場合には、直ちに再入札に移行します。  

  ただし「電子入札システム」による入札参加者がある場合は、再入札日時は令和８年７月 16

日（木）午後２時を予定しております。 

 なお、郵送での入札参加がある場合には、再入札の日程については、別途設定し、１回目の入

札終了後ご連絡させていただきます。 

入札日と異なる日に実施する場合には再度、出席者の本人確認を行います。 

 

７ 契約時（落札業者のみ） 

書面又は電子署名サービスを利用した電子契約（以下「電子契約」という。）のいずれかによ

り作成します。 

ア 書面の契約書の場合 

物品管理課で準備する２通の契約書に記名・押印してください。 

イ 電子契約の場合 

落札後、電子契約利用同意書を電子メールにより提出してください。 

提出後、電子契約の確認依頼が電子メールで届きますので、電子契約サービスにより契

約書に電子署名を行ってください。 

   落札された場合、本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付して

ください。ただし、兵庫県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約

保証金に代えて提出する場合、「様式８（第５の16関係）誓約書（契約保証金の免除につい

ての誓約書）」を提出する場合、契約金額が200万円以下の場合等は、契約保証金を免除しま

す。 

 

※ この注意事項はあくまでも入札希望者の便宜を図るために作成したものですので、各入札

者においては、入札公告・入札説明書・仕様書等を熟読の上、必要書類の作成及び提出をし

てください。 

 

  

○ 入札に関する質問先：【契約事務担当者】 兵庫県出納局物品管理課物品班 永嶺 

ＴＥＬ：０７８－３４１－７７１１(内線７５７８３）  ＦＡＸ：０７８－３６２－３９２８ 

メールアドレス：Eiko_Nagamine@pref.hyogo.lg.jp 

○ システムに関する質問先：【兵庫県物品調達ヘルプデスク】 

ＴＥＬ：０１２０－５５４－５３８  平日（月曜～金曜日）の午前９時から午後６時まで（正午から午後１時までを除く） 



 

契 約 書（案） 
 

 

１ 品 名   県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） 

 

２ 規格(形式)   仕様書のとおり 

 

３ 数 量   １台 

 

４ 契 約 金 額   ￥ ，   ，   － 

（内 訳）      （うち消費税及び地方消費税の額 ￥ , －） 

リサイクル料金 ￥ － 

 

５ 納 入 期 限   令和９年３月 19日（金） 

 

６ 納 入 場 所   仕様書のとおり 

 

７ 契約保証金    

 

８ 納入の方法   兵庫県の指示による 

 

兵庫県（以下「甲」という。）と               （以下「乙」という。）とは、

上記物品の納入について、次の条項に従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、こ

れを履行するものとする。 

（総  則） 

第１条 乙は、甲の示す仕様書に基いて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。 

２ 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示をうけてないときは、

高級な品質を有するものを納入しなければならない。 

３ 乙は、仕様書及び図面又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必

要なことは、甲の指示によらなければならない。 

（検  査） 

第２条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書正副２通を提出し、立ち会いの上、甲の

検査を受けなければならない。 

２ 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はす

べて乙の負担とする。 

３ 乙は、第１項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立

てることができないものとする。 

（手直し、補強又は取替え） 

第３条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第１項の検査に合格しなかったときは、甲の指

定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取り替えて検査を受けなければならない。 

（給付の完了） 

第４条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。 

２ 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。 



（危険負担） 

第５条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責

に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 

（契約不適合責任） 

第６条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下

「契約不適合」という。）があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履

行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないとき

は、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追加の請求（以下「追完請求」

という。）に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間

内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することが

できる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。 

４ 追完請求、前項に規定する代金の減額請求（以下「代金減額請求」という。）、損害賠償の請

求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときはすることは

できない。 

５ 甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知った時から１年以内にその旨を乙に

通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請

求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は

重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

（権利、義務の譲渡禁止） 

第７条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。ただし、甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

（代金の支払等） 

第８条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日

から３０日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、

この限りでない。 

（分  納） 

第９条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求

することができる。 

（乙の請求による契約履行期限の延長） 

第１０条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入す

ることができないときは、甲に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により、期限

の延長を求めるものとする。この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書

面により延長日数を定めるものとする。 

（契約の解除） 

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微

であるときは、この限りでない。 

(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに

認められるとき。 

(2) 正当な理由なく、第６条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。 

第１１条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解



除することができる。 

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。 

(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達すること

ができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 

(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、

この契約の入札に関して地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号

に該当すると認めたとき。 

第１１条の３ 甲は、第11条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるも

のであるときは、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

２ 甲は、前２条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することがで

きる。 

３ 前２条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠

償を請求することはできない。 

４ 甲は、前２条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を

支払って当該部分の所有権を取得するものとする。 

５ 前２条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は契約金額の10分の１に相当

する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契

約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができな

い理由によるものであるときは、この限りでない。 

６ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき

は、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

７ 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知する

ものとする。 

（暴力団等の排除） 

第１２条 甲は、次条第 1 号の意見聴取又は警察からの通報により、乙が次の各号のいずれかに

該当する者（以下「暴力団等」という。）であると判明した場合は、特別の事情がある場合を除

き、契約を解除するものとする。 

(1) 暴力団排除条例(平成 22年兵庫県条例第 35号)第 2条第 1号に規定する暴力団及び第 3号

に規定する暴力団員 

(2) 暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第 2号）第 2条各号に規定する

暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 前条第 3項から第 7項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 

（情報の利用） 

第１３条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができるものとする。 

(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を

講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。 

（警察の捜査への協力） 

第１４条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けた

ときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければなら

ない。 

（適正な労働条件の確保） 

第１５条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働

条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。 

（履行遅延の場合の違約金） 

第１６条 乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、



契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年１０．７５パーセン

トの割合で計算した額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、第３条の手直し、補強又は取替えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金

を支払わなければならない。 

３ 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものと

する。 

（賠償の予約） 

第１７条 乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、

この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の 10分の２に相当す

る額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。契約の終了後も同

様とする。 

(1) 刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６による刑が確定したとき。 

(2) 刑法第 198条による刑が確定したとき。 

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54

号。以下「独占禁止法」という。）第 61 条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。

ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法（昭和 37年法律第 139号）第３条第１項の規

定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第 62条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。

ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法（昭和 37年法律第 139号）第３条第１項の

規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 

(5) 前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したと

き。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲

がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（契約の変更、中止） 

第１８条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を

変更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する

必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

（事情の変更） 

第１９条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額

が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容

を変更することができる。 

（調査への協力） 

第２０条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合

は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力

を要請することができる。 

２ 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、

この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む６会計年度の間は同様とする。 

（協  議） 

第２１条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務

規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

 

 

 

  



 

この契約の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 ただし、本契約を契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者に

関する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。 

 

令和  年   月   日 

 

甲 兵 庫 県  神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 

 

兵庫県知事  齋 藤 元 彦 

 

乙 住 所   

 

会 社 名   

 

代 表 者 名                     

  



1

【適正な労働条件の確保に関する特記事項】

（基本的事項）

第１ 乙は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守することにより、次の各号の

いずれかに該当する労働者（以下「特定労働者」という。）に対する最低賃金法（昭和34年法律第137号）第

３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条

の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働

条件を確保しなければならない。

(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法（昭和22年法律第49号）第９条に規定

する労働者 （当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。）

(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下

「労働者派遣法」という。）の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者（以下

「派遣労働者」という。）（当該業務に直接従事しない者を除く。）

（受注関係者に対する措置）

第２ 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく

業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方（以下「受注関係者」という。）は、労

働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。

２ 乙は、前項の場合において、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額）

が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、そ

の写しを甲に提出しなければならない。

３ 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他

の特定労働者（受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ）の

適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。

４ 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除し

なければならない。

(1) 乙に対し第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

とき。

(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第４条第１項の規定に違反したとして、検察官に

送致されたとき。

（特定労働者からの申出があった場合の措置）

第３ 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていな

い旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

２ 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報

告を求めることができる。

３ 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

４ 乙は、その雇用する特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、

解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

５ 乙は、第１項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第２項の報告を求めら

れたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。

６ 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該受

注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。

７ 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第３項、第５項、第４の第２項、第４項及び第５の各項の規

定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。

（労働基準監督署から意見を受けた場合の措置）

第４ 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受

けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。

２ 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況

を甲に報告しなければならない。

３ 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意

見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関

係者に行うことを求めるものとする。
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４ 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払

の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。

（労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置）

第５ 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の

違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲

に報告しなければならない。

２ 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」という。）を行い、その

旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなけれ

ばならない。

３ 乙は、受注関係者が第１項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行

政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなけれ

ばならない。

４ 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基

準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該

報告の内容を甲に報告しなければならない。

（契約の解除）

第６ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が、甲に対し 第４の第２項、第５の第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。

(2) 乙が、甲に対し 第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。（乙が、第２の第１項の誓約をした受注関係者に対して、第４の第３項に規定する指導及び第

４の第４項、第５の第３項又は第４項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者

が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。）

(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第４条第１項の規定に違反し

たとして、検察官に送致されたとき。（乙が第２の第４項の規定により、当該受注関係者と締結している契

約を解除したときを除く。）

（損害賠償）

第７ 乙又は受注関係者は、第６の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損

害の賠償を請求することはできない。

（違約金）

第８ 乙は、第６の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなけれ

ばならない。

別表（第１関係）

労働関係法令

(1) 労働基準法（昭和22年法律第49号）

(2) 労働組合法（昭和24年法律第174号）

(3) 最低賃金法（昭和34年法律第137号）

(4) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）

(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）

(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号）

(8) 労働契約法（平成19年法律第128号）

(9) 健康保険法（大正11年法律第70号）

(10) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

(11) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）

(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）



 

誓 約 書 

 

暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排

除に協力するため、下記のとおり誓約する。 

 

記 

 

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと 

２ 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定す

る暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと 

３ 上記１及び２に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の

措置について異議を述べないこと 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県知事 様 

 

住  所  

会 社 名  

代表者名                  

電  話 

電子メール 

  



 

誓 約 書 

 
下記１の契約（以下「本契約」という。）に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確

保するため、下記２の事項を誓約する。 
記 

１ 契約名 
県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり） １台の購入 
 

２ 誓約事項 
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、
及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するとき
は、速やかに県へ報告を行うこと。 
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。 
イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 

(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせよ
うとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した
者を受託者とし、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。）
が 200 万円を超えるときは、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出さ
せ、その写しを県に提出すること。 

(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他
の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 

(5) 本契約に基づく業務において､次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約
金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
イ 最低賃金法第 4条第 1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県知事 様 

 

所 在 地  

名 称  

代表者職氏名                

電 話 

電子メール 

 

別表（誓約事項(1)関係） 

 

 

 

 

 

労働関係法令 

（１） 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

（２） 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号） 

（３） 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

（５） 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第

113 号） 

（６） 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法

律第 88 号） 

（７） 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成 5 年法律第 76 号）  

（８） 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号） 

（９） 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) 

（10） 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) 

（11） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 

（12） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号) 



様式８（第５の 16 関係）

（誓約書）

誓 約 書

下記１の契約（以下「本契約」という。）に係る契約保証金の免除について、下記２

の事項を誓約する。

記

１ 契約名

県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり）１台の購入

２ 誓約事項

⑴ 次の契約について、すべて誠実に履行したこと。

契約履行年月日 契 約 名 契約金額 契約の相手方

⑵ 本契約についても、誠実に履行すること。

⑶ 上記⑴及び⑵に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行

う一切の措置について異議を述べないこと。

令和 年 月 日

兵庫県知事 様

所 在 地

名 称

代表者職氏名

電 話

電子メー ル



様式８（第５の 16 関係）

（誓約書）

［留意事項］

誓約書の２⑴には、過去２年間（注１）に国（公社・公団を含む。）、地方公共団体

その他知事が指定する公共的団体（注２）とその契約と種類（注３）及び規模（注４）

をほぼ同じくする（注５）契約を数回以上（注６）にわたって締結し、履行したものの

みを記入すること。また、その契約実績が確認できる書類（契約書（変更契約書を含

む。）の写し、履行実績証明書等のいずれか）を添付すること。ただし、入札参加申込

時等に提出したものと同一のものであれば添付不要とする。

（注１）「過去２年間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とする。

（注２）「その他知事が指定する公共的団体」とは、兵庫県住宅供給公社､兵庫県道路公社､兵

庫県土地開発公社又は国若しくは兵庫県が資本金､基本金その他これらに準ずるもの

の 2分の 1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社をいう。

（注３）「種類」とは、次表のとおりとする。（例示）

区 分 種 類

物品関係役務の調

達契約

・製造の請負

・物件の買入れ、借入れ

・測量・建設コンサルタント等業務以外の役務の調達

（注４）「規模」とは、契約金額をいう。ただし、長期継続契約による場合は、契約書に月額

の記載があるときは、契約金額に 12 を乗じて得た金額とし、月額の記載がないときは、

契約総額を契約月数で除した額に 12 を乗じて得た金額を指すものとする。

（注５）「ほぼ同じくする」とは、契約予定金額の７割に相当する金額以上のものをいう。

（注６）「数回以上」とは、２回以上をいう。



様式第１号（第７条関係）

兵庫県内に有する事業所等に関する申告書

年 月 日

兵庫県知事 様

所 在 地

商 号

代 表 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

（申告は本社代表者名で行ってください。）

案件名：県立特別支援学校中型スクールバス（路線型スロープあり）１台の購入

上記の一般競争入札に参加するに当たり、下記のとおり申告します。

記

１ 県内に有する事業所等の名称

２ 県内に有する事業所等の所在地

３ 県内に有する事業所等の代表者

※ 留意事項

１ この申告書は、一般競争入札に参加しようとする者で、兵庫県内に事業所等を有す

る者のうち、県の入札参加資格者名簿の｢取引を希望する支店･営業所等｣に兵庫県内の

事業所を登録していない者のみ提出が必要です。

２ この申告書は、原則として一般競争入札への参加申込時に提出すること。また、契

約担当者から提出を求められた場合は、速やかにこれを提出すること。


